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１.下水道経営戦略検討審議会の概要
（１）審議会の目的

本市が運営する３つの下水道事業（公共下水道事業、特定環

境保全公共下水道事業、農業集落排水事業）のうち、公共下水

道事業については、資本的収支が不足する経営となることから、

経営戦略における収支のギャップを解消する対策の一つである

『下水道使用料の検討』を行う必要があります。

そのため、今年度経営戦略の素案を基に幅広く意見を求め検

討する「下水道経営戦略検討審議会」を設置し、経営基盤の強

化に向け、下水道使用料の改定等も視野に入れ、経営健全化

を目標に進めてまいりたいと考えています。
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１.下水道経営戦略検討審議会の概要
（２）委員の紹介
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（２）委員の紹介
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１.下水道経営戦略検討審議会の概要
（３）スケジュール
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１.下水道経営戦略検討審議会の概要
（４）検討審議会の主な内容

審議会の概要

経営戦略（素案）

○策定状況

○下水道の現況

○投資・財政計画（現状）

○収支ギャップ解消の

取り組み

投資・財政計画
（検討）

○ 使用料単価

○使用料改定（案）

答申（案）

○下水道事業の健全な

運営のあり方

第１回
検討審議会

第２回
検討審議会

第３回
検討審議会
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２.経営戦略とは
（１）国（総務省）からの要請

『公営企業の経営に当たっての留意事項について』

（平成26年８月29日付通知）の概要

■基本的な考え方（抜粋）

・人口減少、施設老朽化等、経営環境が厳しさを増す中で、サービスの
安定的な継続のためには、平成２６年度以降も不断の経営健全化等
が必要。

・中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、経営基盤強
化と財政マネジメントの向上に取り組むことが必要。

・損益や資産等の適確な把握のため、地方公営企業法の適用による
公営企業会計の導入が必要。

本市の下水道事業は、平成３１年４月より企業会計を開始しました。
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２.経営戦略とは

出典：経営戦略策定リーフレット（総務省）を加工

公営企業が
健全で安定したサービスを
提供し続けるために
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２.経営戦略とは

出典：経営戦略策定リーフレット（総務省）を加工

『すべての公営企業』で
経営戦略策定が必要
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２.経営戦略とは

出典：経営戦略策定リーフレット（総務省）を加工

経営戦略策定の効果
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３.本市下水道経営戦略の策定状況
（１）平成３０年度に経営戦略（素案）を策定

■ 目的

３事業について、経営環境の変化に適切に対

応し、一層の経営基盤の強化を図ることを目的

として、経営戦略（素案）を策定しました。

■ 対象事業

・公共下水道

・特定環境保全公共下水道

・農業集落排水
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出典：公営企業の｢経営戦略｣の策定について（総務省）
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３.本市下水道経営戦略の策定状況
（２）将来の人口推移

経営戦略において事業の将来の推計を行うに
当たっては、『将来推計人口』が重要となります。

『将来推計人口』は、平成２７年度に策定しま
した本市の「人口ビジョン」の人口目標を採用し
ています。（次頁のスライド参照）
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３.本市下水道経営戦略の策定状況

計画策定期間（10年）
（R01～R10）

○人口減少（予測）
２０１７年（41,591人）を基に

１０年後の2027年（38,900人）
2,691人の減少（約6.5％減）

２３年後の2040年（34,000人）
7,591人の減少（約18％の減）

４３年後の2060年（30,000人）
11,591人の減少（約28％の減）

出典：吉野川市人口ビジョン

【吉野川市の目標人口】

2060年に30,000人
の人口維持を目指す！

2040年に34,000人
の人口維持を目指す！
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４.本市下水道の現況
（１）下水道の現況
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４.本市下水道の現況
（２）水洗化人口の将来推計
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▲7.2%

水洗化人口は、10年後の2028（令和10）年には現在より
7.2％減少することが予測され、水洗化人口に合わせ、
使用料収入も減少することが予測されます。
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４.本市下水道の現況
（３）経営上の課題

■使用料単価
解説：下水の利用水量（有収水量）1ｍ3当たりの使用料単価
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４.本市下水道の現況
（３）経営上の課題

■使用料単価（一般家庭汚水を対象とした場合）
解説：下水の利用水量（有収水量）1ｍ3当たりの使用料単価
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４.本市下水道の現況
（３）経営上の課題

■汚水処理原価
解説：有収水量1ｍ3当たりの汚水処理に要した費用
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４.本市下水道の現況
（３）経営上の課題

■経費回収率
解説：使用料で回収すべき経費をどの程度賄えているかを表した率
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４.本市下水道の現況
（４）経営上の課題【まとめ】

■使用料単価
全国類似団体の中で低単価となっています。

■経費回収率
60～70％であり、繰入金に依存しています。

■経営改善の必要性

今後は、繰入金に依存しないよう、経費回収率が

100％となるように経営の改善を図る必要があります。
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４.本市下水道の現況
（５）経営上の課題への方策

・水洗化率の向上

・浄化槽汚泥等投
入事業の実施

・使用料の改定

・さらなる維持管理
費等のコスト縮減

収
入
面
（
増
収
）

支
出
面
（費
用
の
抑
制
）

長期的視点

短期的視点
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５.投資・財政計画（現状）
（１）投資・財政計画（現状）の策定

■計画策定の結果

３事業のうち、公共下水道事業においては、現状の

使用料収入等では、毎年度の収益的収支は、補助金

（基準外繰入金）をもって、ようやく収支均衡の経営と

なりますが、資本的収支におきましては、3千３百万～
5千9百万円が不足することが予測されます。

■計画策定期間
2019（令和元）年から2028（令和10）年（10年間）
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５.投資・財政計画（現状）
（２）徳島県内の公共下水道使用料の状況
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下水道使用料（一般家庭用20m3/月・円）

徳島県内8市町の平均値

下水道使用料（一般家庭用20m3／月・円）に
ついては、県内の公共下水道事業を運営する
8市町において最安値となっています。
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５.投資・財政計画（現状）
（３）公共下水道（収益的収支）
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（百万円）
図.3-1 収 益 的 収 支（公共）

3条収入 補助金 補助金不足額 3条支出
本テキストP-32の「繰出基準に基づかない繰入金」を示しています

公共の収支は、計画期間内で「収入（補助金なし）＜支出」の見通しです
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５.投資・財政計画（現状）
（４）公共下水道（資本的収支）
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（百万円）
図.3-2 資 本 的 収 支（公共）

4条収入 留保資金 補助金 補助金不足額 4条支出

工事を実施しない対策を講じたとしても、収支の状況は、ほとんど変わりません
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５.投資・財政計画（現状）
（５）特定環境保全公共下水道（収益的収支）
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図.3-3 収 益 的 収 支（特環）

3条収入 補助金 補助金不足額 3条支出
本テキストP-32の「繰出基準に基づかない繰入金」を示しています

特環の収支は、2026年以降で「収入（補助金なし）＞支出」の見通しです
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５.投資・財政計画（現状）
（６）特定環境保全公共下水道（資本的収支）
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（百万円）
図.3-4 資 本 的 収 支（特環）

4条収入 留保資金 補助金 補助金不足額 4条支出
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５.投資・財政計画（現状）
（７）農業集落排水（収益的収支）
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（百万円）
図.3-5 収 益 的 収 支（農集）

3条収入 補助金 補助金不足額 3条支出
本テキストP-32の「繰出基準に基づかない繰入金」を示しています

特環の収支は、2022年以降で「収入（補助金なし）＞支出」の見通しです
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５.投資・財政計画（現状）
（８）農業集落排水（資本的収支）
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図.3-6 資 本 的 収 支（農集）

4条収入 留保資金 補助金 補助金不足額 4条支出
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６.収支ギャップ解消の取り組み
（１）経営の効率化及び健全化

短期 長期

 ① 水洗化率の向上 ○

水洗化率の向上による増収を図ります。

 広報活動の充実、個別訪問の推進を実施していきます。

 ② 浄化槽汚泥等
    投入事業の実施

○

本事業の実施により、営業収益の増収が図れます。

 公共下水道以外の汚水処理を公共下水道で受け入れます。

 ③ 下水道使用料の改定 ○

使用料の改定による増収を図ります。

 健全な運営を図るために、使用料改定を検討します。

 ④ 民間活用の検討 ○

民間活用【民間企業のノウハウや創意工夫を活用した官民連携
(PPP/PFI手法)】の推進を検討し、さらなる効率的な事業運営などによ
る経費の支出抑制を図ります。

 浄化センターの維持管理（川田浄化センターはすべて、その他の施
設については一部）は、すでに民間委託を活用しています。

 ⑤ 広域化の検討 ○

市町村界をまたいだ広域化は、本市周辺の地勢及び周辺自治体の下水
道整備の現況から、現実性に乏しいといえます。
本市における広域化は、市町村合併により所管する６箇所の汚水処理
施設についての統廃合を推進し、効率的な事業運営による経費の最適
化を図ります。

 農業集落排水施設の統廃合を推進していきます。

施　策
方向性

内　　容

29

６.収支ギャップ解消の取り組み
（１）水洗化率の向上
徳島県建設技術センター（委託）による「戸別訪問」、職員による

「広報誌など PR」や「イベント時の啓発活動」を行っています。
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６.収支ギャップ解消の取り組み
（２）『浄化槽汚泥等投入事業』の実施

■現状

本市の『し尿処理』は、公共サービスの質的安定と効率化を図
ることを目的として、阿波市等との広域共同処理を行っています。

近年は、人口減少の進行によるし尿の発生量の減少分に対し
て、負担金の割合が厳しさを増している状況となっています。

■本事業のメリット

・生活排水処理の一元化による行政コストの縮減

・人口減少による下水道の余裕処理能力の有効利用

・営業収益増による下水道事業の経営の安定化

⇒本市では、令和３年4月より、『浄化槽汚泥等投入事業』を
実施する予定です。
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６.収支ギャップ解消の取り組み
（３）下水道使用料の改定（使用料と繰入金）
下水道の整備等に係る私費負担分については、必ずしもその全部が

使用料で賄われているわけではありません。私費の対象とされているも

のについては、適正に使用料で徴収していく必要があります。

（経費） 公費負担部分

繰出基準に
基づかない

繰入金

繰出基準に基づく
繰入金

一般会計繰入金

私費負担部分

使用料収入（財源）

■雨水公費・汚水私費の原則

・汚水処理に要する経費は使用料（私費）で賄うのが原則です。

・ただし、汚水処理に要する経費の一部について、分流式下水道に要する経費は、

河川の汚濁防止により環境に資するため、必要限度の公費負担が認められています。

・雨水処理に要する経費は、その受益が広く市民に及ぶことから、公費で負担します。
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６.収支ギャップ解消の取り組み
（４）広域化の検討

吉野川市役所

川田浄化センター（特環）

中央浄化センター（公共）

川島浄化センター（特環）

神後地区排水施設（農集）

川田北クリーンセンター（農集）

喜来ポンプ場（雨水）

国道192

鴨島駅

川田駅 阿波川島駅

山崎南地区排水施設（農集）
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【メモ】


